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第1号議案 取締役（監査等委員である取締役
を除く。）5名選任の件

第2号議案 取締役（社外取締役及び監査等委
員である取締役を除く。）に対す
る譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件

　

開催日時

2023年11月17日(金曜日)
午前10時（受付開始：午前9時）

インターネット等または書面による
議決権行使期限：

2023年11月16日（木曜日）午後6時まで
　

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございま
せん。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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狭義招集

株主各位
　

東京都新宿区西新宿七丁目20番1号 証券コード 4668
株式会社明光ネットワークジャパン 2023年10月31日

代表取締役社長 山下 一仁
　

❶ 日 時 2023年11月17日（金曜日）午前10時

❷ 場 所
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアットリージェンシー東京 地下1階「センチュリールーム」

❸ 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第39期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及

び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第39期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第 1 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第 2 号 議 案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報

酬決定の件

◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様に一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のう

ち、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び
個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面に記載している
事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載い
たします。

◎同一の株主が書面及び電磁的方法の双方により重複して議決権を行使した場合は、当社は、電磁的方法による議決権行使を有効なものとして取り扱うものといた
します。また、電磁的方法による議決権行使が複数回行われた場合で同一の議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、最後の電磁的方法による議決権行
使を有効なものとして取り扱うものといたします。

第39回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第39回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　当社ウェブサイト https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲
載しておりますので、以下よりご確認ください。
　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　 https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「明光ネットワークジャパ
ン」又は「コード」に当社証券コード「4668」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2023年11月16日（木曜日）午後6時
までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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議決権の行使等についてのご案内

議決権の行使等についてのご案内

スマート行使を用いた議決権行使が簡単です。

議決権行使書用紙に記載の「QRコード」を読み取るだけで、議決権行使が可能です。
(注) 1. 本サービスは、ご利用の端末や通信環境等によりご利用いただけない場合があります。

2. 2回目以降のログインには、IDとパスワードの入力が必要です。
3. 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書

＜機関投資家の皆様へ＞
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）におかれましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラッ
トフォームの利用を事前に申し込まれた場合、当該プラットフォームより議決権を行使いただくことができます。

議案に対する賛否をご表示のうえ、
ご送付ください。

・議案について賛否の表示がない場
合は、賛成の表示があったものとし
て取り扱います。

書面による行使

2023年11月16日（木曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

・当日は本招集ご通知をご持参くだ
さい。

株主総会ご出席による行使

2023年11月17日（金曜日）
午前10時

以下の議決権行使サイトに
アクセスいただき、ご行使ください。

インターネットによる行使

2023年11月16日（木曜日）
午後６時まで

お問合せ（通話料無料）
三井住友信託銀行 
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

（受付時間 9：00～21：00）
電話番号：0120-652-031

（フリーダイヤル）

https://www.web54.net
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株主総会参考書類
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

候補者
番　号 氏　名 当社における地位 在任年数 取締役会への

出席状況

1
　

わ た

渡
 

 
な べ

邉
 

　
ひ ろ

弘
 

 
た け

毅 再　任
　

取締役会長 39年 100％
（17回／17回中）

2
　

や ま

山
 

 
し た

下
 

　
か ず

一
 

 
ひ と

仁 再　任
　

代表取締役社長 16年 100％
（17回／17回中）

3
　

お か

岡
も と

本
 

 
 

 
こ う

光
た

太
ろ う

郎 再　任
　

取締役副社長 3年 100％
（17回／17回中）

4
　

た に

谷
 

 
ぐ ち

口
 

　
や す

康
 

 
た だ

忠 再　任
　

常務取締役 1年
100％

（14回／14回中）
※

5
　

こ

小
 

 
み

宮
 

 
や ま

山
 

　
だ い

大 再　任
　

取締役 3年 100％
（17回／17回中）

議案及び参考事項

　取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（5名）は、本総
会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委
員会において適切な手続きを経て指名されていることを確認し検討を行った結果、全ての取締役候補者に
ついて適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

※2022年11月18日就任のため、2022年11月18日以降開催の取締役会への出席状況を記載しております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候 補 者 番 号 1
　　

わ た

渡
 

 
な べ

邉
 

　
ひ ろ

弘
 

 
た け

毅 （1942年9月19日生） 再　任
　

　

所有する当社株式数

1,794,600株

取締役会への出席状況

100％（17/17回）
　

▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1984年    9月 当社設立　当社取締役
    1985年    5月 当社代表取締役社長
    2015年    11月 当社代表取締役会長
    2018年    11月 当社取締役会長（現任）

［ 重要な兼職の状況 ］
公益財団法人明光教育研究所代表理事

▶ 取締役候補者とした理由

　渡邉 弘毅氏は、1984年９月の当社設立以来、創業者として当社の経営の指揮を
執り、卓越した先見の明、豊富な経営経験、迅速な決断力により個別指導塾「明光
義塾」のフランチャイズによる全国展開をはじめ、当社の企業価値の向上に貢献し
ております。
　今後も、創業者として社員の精神的な支柱であり続けながら強力なリーダ―シッ
プを発揮し、当社の更なる成長に貢献できると判断し、引き続き当社取締役として
の選任をお願いするものであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候 補 者 番 号 2
　　

や ま

山
 

 
し た

下
 

　
か ず

一
 

 
ひ と

仁 （1959年12月7日生） 再　任
　

　

所有する当社株式数

35,800株

取締役会への出席状況

100％（17/17回）
　

▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2007年    3月 当社入社
    2007年    11月 当社取締役
    2008年    11月 当社常務取締役
    2012年    9月 当社個別進学館事業本部長

当社サッカースクール事業部管掌 兼 明光キッズ事業部
管掌 兼 事業開発部管掌

    2013年    7月 当社事業開発本部長
    2014年    9月 当社明光義塾事業本部長（現任）

当社FC開発部管掌
    2014年    11月 当社専務取締役
    2015年    11月 当社取締役副社長
    2018年    11月 当社代表取締役社長（現任）

［ 重要な兼職の状況 ］
公益財団法人明光教育研究所評議員

▶ 取締役候補者とした理由

　山下 一仁氏は、企業経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、既存事
業の深化によるファンづくりと明光義塾事業に続く新規事業の創出に尽力してまい
りました。
　また社員とのコミュニケーションを大切にして、社員それぞれの個性を多様性と
して活かし、個人の主体性を引出しながら当社の人的資本経営を牽引しており、今
後も当社の企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き当社取締役としての選
任をお願いするものであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候 補 者 番 号 3
　　

お か

岡
 

 
も と

本
 

　
こ う

光
 

 
た

太
 

 
ろ う

郎 （1970年10月31日生） 再　任
　

　

所有する当社株式数

3,500株

取締役会への出席状況

100％（17/17回）
　

▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1995年    9月 日昇自動車販売株式会社（オニキス）入社
    2002年    4月 同社取締役
    2004年    4月 同社代表取締役社長
    2005年    2月 株式会社カーレッツ入社 代表取締役社長
    2008年    6月 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社入社

執行役員COO
    2012年    3月 同社代表取締役社長
    2017年    4月 グロースポイント・エクイティLLPパートナー
    2020年    7月 当社入社 顧問
    2020年    10月 株式会社古藤事務所取締役（現任）
    2020年    11月 当社専務取締役
    2021年    9月 当社キッズ事業本部長（現任）
    2022年    4月 Simple株式会社取締役（現任）
    2022年    9月 株式会社明光キャリアパートナーズ取締役（現任）
    2022年    10月 Go Good株式会社取締役（現任）
    2023年    4月 当社取締役副社長（現任）

［ 重要な兼職の状況 ］
株式会社古藤事務所取締役
Simple株式会社取締役
株式会社明光キャリアパートナーズ取締役
Go Good株式会社取締役

▶ 取締役候補者とした理由

　岡本 光太郎氏は、当社取締役就任以前に、代表取締役社長として３社の経営実績
があり、当社取締役就任後は、プロフェッショナルな経営者の視点で日本語学校事
業、キッズ事業等その他事業を統括し、業務執行を適切に管理・監督してきまし
た。また、経営戦略、M＆A、財務会計に関する知識も豊富であり、その専門性を
活かして事業領域の拡大に尽力しており、今後の当社の更なる成長と企業価値の向
上に期待できると判断し、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものであ
ります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候 補 者 番 号 4
　　

た に

谷
 

 
ぐ ち

口
 

　
や す

康
 

 
た だ

忠 （1974年4月9日生） 再　任
　

　

所有する当社株式数

2,500株

取締役会への出席状況

100％（14/14回）
※2022年11月18日就任のため、

2022年11月18日以降に開催され
た取締役会への出席状況を記載し
ております。

　

▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1998年    4月 日本電信電話株式会社（NTT）入社
    2004年    4月 NTTレゾナント株式会社転籍
    2010年    11月 NTTコミュニケーションズ株式会社転籍
    2021年    3月 当社入社　DX推進室長
    2021年    6月 当社執行役員DX推進室長
    2021年    7月 当社執行役員DX戦略本部長
    2021年    9月 当社執行役員マーケティング部長
    2022年    4月 当社執行役員情報システム部長
    2022年    6月 Go Good株式会社代表取締役社長（現任）
    2022年    11月 当社取締役

当社DX戦略本部長（現任）
    2023年    8月 当社常務取締役（現任）

［ 重要な兼職の状況 ］
Go Good株式会社代表取締役社長

▶ 取締役候補者とした理由

　谷口 康忠氏は、当社DX戦略本部長として、デジタル技術を活用して組織のシン
プル化と責任領域の明確化を推進し、生産性の向上とコストコントロールを通じ
て、当社のビジネスを抜本的に変革する中心的な役割を果たしております。
　また、当社を取り巻く経営環境の変化に対応すべくDX・CX（顧客体験価値）の
向上を推進できる人材の育成にも積極的に取り組んでおり、今後の当社の更なる成
長と企業価値の向上に期待できると判断し、引き続き当社取締役としての選任をお
願いするものであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候 補 者 番 号 5
　　

こ

小
 

 
み

宮
 

 
や ま

山
 

　
だ い

大 （1975年10月19日生） 再　任
　

　

所有する当社株式数

2,000株

取締役会への出席状況

100％（17/17回）
　

▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2013年    10月 株式会社MAXISホールディングス（現株式会社
MAXISエデュケーション）代表取締役社長

    2018年    11月 当社入社　執行役員 教務部管掌
    2019年    10月 当社学習塾開発本部管掌
    2020年    4月 当社明光義塾事業本部副本部長（現任）

株式会社MAXISエデュケーション代表取締役会長（現任）
    2020年    8月 当社個別進学館事業本部長
    2020年    11月 当社取締役（現任）

［ 重要な兼職の状況 ］
株式会社MAXISエデュケーション代表取締役会長

▶ 取締役候補者とした理由

　小宮山 大氏は、明光義塾の生徒、アルバイト講師、教室長、そしてメガフランチ
ャイジーの経営者として経験を積み、フランチャイズ経営に関する知識と経験を豊
富に有しております。

また、教育業界、学習塾業界にも精通しており、当社の更なる企業価値の向上に
貢献が期待できると判断し、引き続き当社取締役としての選任をお願いするもので
あります。

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約で

は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償
金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保
険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
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＜ご参考＞スキルマトリクス

候
補
者
番
号

氏　名 Purpose経営・
経営戦略

サステナ
ビリティ

人的資本
経営

事業・
営業経験 DX・CX マーケティング・

ブランディング
新規ビジネスの
創造・M＆A

法務・
コンプライ

アンス
財務・

ファイナンス

取
締
役

1 渡 邉  弘 毅 ● ● ● ● ● ● ● ●

2 山 下  一 仁 ● ● ● ● ● ● ●

3 岡 本  光 太 郎 ● ● ● ● ● ●

4 谷 口  康 忠 ● ● ● ● ●

5 小 宮 山  大 ● ● ● ● ●

監
査
等
委
員

神 坐  浩 社 外
　

● ● ● ● ●

青 野  奈 々 子 社 外
　

● ● ●

熊 王  斉 子 社 外
　

● ● ● ●

岩 瀬  香 奈 子 社 外
　

● ● ●

<ご参考>

役員体制についての基本的な考え方
　当社は、予測不可能なVUCAの時代に対応すべく、中期経営計画（2022年8月期-2024年8月期）「ファン・イノベ
ーション “Fan・Fun Innovation”」を策定し、“Purpose”を起点に、“蛻変（ぜいへん）”を繰り返しながら、既存事業
の深化と新たなサービスの創出を推進することで、当社の“Vision”である「人の可能性をひらく企業グループ」となる
ことを目指しております。
　この“Vision”を成し遂げるためには、事業戦略、DX戦略、人的資本経営、及び資本戦略の明確な定義と遂行が必要
となります。これらの戦略の定義と遂行をリードし、社会と当社の持続可能な成長を追求していくため、必要・期待さ
れるスキルを定めて経営陣幹部を選定いたしました。
　執行役員、社内外の取締役がそれぞれの専門性と経験を活かしつつ、相互補完し合いながら、取締役会の実効性を高
めてまいります。

■ 特に取締役に必要・期待される主な専門性及び経験

※上記一覧表各人に必要・期待される項目を記載しております。また、今後も、当社を取り巻く環境変化や、当社の事業戦略の進展等にあわせて、必要・期待され
る役割、ダイバーシティのあり方について継続的に議論を行い、柔軟に変化させていきます。
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＜ご参考＞スキルマトリクス

氏　名 役　職 事業戦略 サスティナ
ビリティ

人的資本
戦略

業界経験・
営業 DX・CX マーケティング・

ブランディング
コンプライ
アンス・

リスク管理
財務・

ファイナンス

坂元 考行
上席執行役員
経営企画部長
サステナビリティ推進室室長

● ● ● ● ●

浅水 真人
上席執行役員
明光義塾事業本部
関東甲信カンパニープレジデント

● ● ● ● ●

渡辺 修司
執行役員
管理本部長
兼財務経理部長兼人事部長

● ● ● ●

古川 直史
執行役員
明光義塾事業本部
近畿カンパニープレジデント

● ● ● ●

江藤 佳弘
執行役員
明光義塾事業本部
西日本カンパニープレジデント

● ● ● ●

楯山 洋朗
執行役員
キッズ事業本部
キッズ事業部長

● ● ● ●

独立社外取締役選任基準
　当社は、社外取締役候補者を選任する際に、その独立性を確保するため、独立社外取締役の選任基準を規
定しており、当社ホームページ（https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html）
に開示しております。

■ 特に執行役員に必要・期待される主な専門性及び経験

※上記一覧表各人に必要・期待される項目を記載しており、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。また、今後も、当社を取り巻く環境変化
や、当社の事業戦略の進展等にあわせて、必要・期待される役割、ダイバーシティのあり方について継続的に議論を行い、柔軟に変化させていきます。
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取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第2号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）
に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会
において、金銭報酬は年額300百万円以内（役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。）とすること、及び業績連動
報酬（株式報酬）における信託期間（当初4年間）中に取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役は除く。）へ
の報酬として拠出する金額の上限は、金銭報酬枠とは別枠で、1事業年度あたり70百万円、取締役（社外取締役及び監
査等委員である取締役は除く。）に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント（1ポイントは
当社株式1株）とすることをご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取
締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るさらなるインセンティブを付
与するとともに、対象取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲
渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。つきましては、現行
の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の
ために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内とし、本制
度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年7万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の
普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式
として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調
整します。）といたしたいと存じます。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定する
ことといたします。
　なお、当社の現在の対象取締役は5名ですが、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、対象取締役の人数は引
き続き5名となります。
　対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は当該取締役会決議日の前営業日の
東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終
値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の
普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約
（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。

(1) 対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日（ただ
し、譲渡制限付株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに当該地位を喪失する場合につき、
当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日）までの期間（以下「譲渡制
限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）につい
て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。
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取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(2) 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前に上記(1)のい
ずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当
然に無償で取得する。

(3) 当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったこ
とを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただ
し、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上
記(1)に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時
期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を
当然に無償で取得する。

(5) 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による
承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的
に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてな
お譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の
内容とする。

　なお、当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を改
定しており、その内容の概要は事業報告の［4(5)① 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下①において同
じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項］に記載のとおりでありますが、本議案をご承認いただく
ことを条件に、当該方針を本議案に沿う内容に変更することを予定しております。変更後の当該方針の内容等は、後述
の＜ご参考②＞に記載のとおりです。また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額と
し、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。

＜ご参考①＞
　当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と概ね同様の譲渡制限付株
式を付与する予定であります。
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取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

＜ご参考②＞
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本aにおいて同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
関する事項

(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の
取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセス
により決定されることを基本方針といたしております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（月額報酬）と非金銭報酬（株式報酬）により構成され
ており、その決定方針は、2023年10月26日開催の取締役会において改定しております。社外取締役の個人
別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから非金銭報酬（株式報酬）は導入せず、基本
報酬のみを月額報酬として支給することとしております。

(b) 決定方針の内容の概要
イ. 基本報酬に関する方針

取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、各取締役の職務内
容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会
にて決定しております。

ロ. 非金銭報酬（株式報酬）に関する方針
取締役（社外取締役を除く。）の非金銭報酬は、業績連動報酬としての株式交付信託に基づく株式報酬制度
（以下「株式交付信託制度」という。）及び譲渡制限付株式報酬制度（以下「RS制度」という。）により構
成されております。
非金銭報酬のうち株式交付信託制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、株式交付
信託制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定め
る役員株式交付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式
等」という。）が本信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値
との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長
期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。取締役が当社株式
等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。株式交付信託制度の限度額は、
2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、信託期間（当初4年間）中に取締役（社外取締役
を除く。）に付与されるポイント総額の上限は、1事業年度あたり40,000ポイント（1ポイントは当社株式
1株）と定められております。株式交付信託制度に係る割当数については、役員株式交付規程に従って、各
取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を
経て、取締役会にて決定しております。
また、非金銭報酬のうちRS制度は、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、これに基づき
譲渡制限付株式を割り当てる制度であり、譲渡制限期間中も取締役が株式を保有することにより、当社の企
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取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

業価値の持続的な向上を図るインセンティブを更に付与すると共に、株主の皆様とのより一層の価値共有を
進めることを目的としております。なお、譲渡制限付株式の割当数については、一定の時期に、役位、業績
状況、その貢献度及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を
経て、取締役会にて決定しております。

ハ. 基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の職務内容及び当社の状況等、当社と同程度の事業規模や
関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて決定し
ます。

ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬の内容の決定にあたっては、取締役会において決定した基本報酬の決定方針のと
おり、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会へ
の諮問を経て、取締役会にて決定しており、決定方針に沿うものと判断しております。また、取締役（社外
取締役を除く。）の個人別の非金銭報酬（株式報酬）については、報酬等の内容の決定方法及び決定された
報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されているこ
とを確認しており、決定方針に沿うものと判断しております。

b. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a) 取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会
において、年額300百万円以内（役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。）として決議いただいておりま
す（同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名）。これに加え当社は、取締役（監査等委員である取締役及
び社外取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式交付信託制度の限度額は、
2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、信託期間（当初4年間）中に取締役（監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。）への報酬として拠出する金銭の上限は、金銭報酬枠とは別枠で、1事業
年度あたり70百万円、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に付与されるポイント総
数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント（1ポイントは当社株式1株）と決議いただいております（同定
時株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は5名）。また、RS制
度の限度額は、2023年11月17日開催の第39回定時株主総会において、金銭報酬枠の範囲内で年額50百万円
以内、総数70,000株以内と決議されております（同定時株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。）の員数は5名）。

(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額50百
万円以内として決議いただいております（同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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事業の経過及びその成果

1
　 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度（2022年９月１日～2023年８月31日）におけるわが国経済は、長引く物価高による消費の下押し
圧力が続いた一方で、５月の新型コロナ５類移行を受けて、サービス消費の回復が見られました。先行きについては、
賃金上昇が継続的な消費回復に繋がることが期待される一方で、家計の将来に対する不安は根強く、節約志向の高まり
による消費の腰折れが懸念される状況にあります。
　当社グループの属する教育サービス業界におきましては、2022年の出生数が統計史上初めて80万人を割り込むな
ど、少子化が加速しており、様々な教育制度改革が進められる中で、多様な価値観・ニーズに対応した個別最適化した
学びの提供が求められております。そのような中で、コロナ禍を経て教育のデジタル化が加速したことに加えて、受験
時期の早期化、大学入試における総合型・学校推薦型選抜の増加などの構造変化も急速に進んでおります。
　当社グループはこのような環境の中で、前期（2022年８月期）を初年度とする中期３ヶ年計画を策定し、中期経営
方針を「ファン・イノベーション“Ｆａｎ・Ｆｕｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”」としました。
　当社は“Ｐｕｒｐｏｓｅ”“「やればできる」の記憶をつくる”を起点として“蛻変（ぜいへん）”を繰り返しながら、“人の
可能性をひらく”企業グループを目指してまいります。また、ＦａｎとＦｕｎを繋ぐＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ（＝新結
合）により、ファンづくりを推進し、持続的な企業価値の向上と成長を実現します。
　具体的には下記の基本方針のもとで、事業戦略・人事戦略・資本戦略を推進してまいります。

＜基本方針＞
① Ｆａｎをつくる
・ＤＸの推進と明光ブランドの深化と探索により、新たなファンを創出します。
・社会の変化に対応した新しい価値の提案により、まなびのインフラをひろげます。

② Ｆｕｎをつくる
・“わくわく”を通じて満足と信頼に満ちたファン・エンゲージメントを育みます。
・働きがいのある、ウェル・ビーイングな職場づくりを目指します。

③ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（＝新結合）をつくる
・常に新しい“め”でみて意識変化し、判断行動します。
・事業収益のさらなる向上のために、事業構造を変革します。
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事業の経過及びその成果

＜中期経営計画における戦略＞
① 事業戦略
・既存事業における新教室フォーマットによる新規開校と、顧客エンゲージメント向上への取り組みを強化してまい

ります。
・新規事業である人材事業への取り組みを強化することで、教育事業に続く収益の柱を創出し、社会環境の変化に強

い事業ポートフォリオへの変革を図ります。
・ＤＸ戦略として、「全社デジタルマーケティング機能の実現」と「ＤＸデータプラットフォームの構築」に取り組

んでまいります。

② 人事戦略
・イノベーション創出のためのダイバーシティ経営の推進と、働き方改革によるウェル・ビーイングの追求に取り組

んでまいります。

③ 資本戦略
・事業基盤の強化・成長投資に必要な自己資本の充実と、株主の皆さまに対する安定的かつ持続的な利益還元を通じ

て中長期的に企業価値を高めてまいります。

　中期３ヶ年計画２期目となる当連結会計年度は、中期経営方針である「ファン・イノベーション“Ｆａｎ・Ｆｕｎ Ｉ
ｎｎｏｖａｔｉｏｎ”」を「加速」させる年度と位置づけ、上記の基本方針・事業戦略・人事戦略・資本戦略を加速
し、これからも選ばれ続ける明光ブランドであるために、提供する価値の最大化に向けた取り組みを追求してまいりま
した。
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事業報告
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事業の経過及びその成果

売上高 20,871百万円（前期比6.1％増） 経常利益 1,243百万円（前期比3.6％減）

営業利益 1,064百万円（前期比8.9％減） 親会社株主に帰属する
当期純利益 809百万円（前期比17.0％減）

第38期

19,674

第39期

20,871
■ 売上高（百万円）

第38期

1,168

第39期

1,064

■ 営業利益（百万円）

第38期

1,289

第39期

1,243

■ 経常利益（百万円）

第38期

974

第39期

809

■ 親会社株主に帰属する
　 当期純利益（百万円）

　これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は20,871百万円（前期比6.1％増）、営業利益
1,064百万円（同8.9％減）、経常利益1,243百万円（同3.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益809百万
円（同17.0％減）となりました。

- 17 -



株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

2023/10/20 14:33:07 / 23028057_株式会社明光ネットワークジャパン_招集通知_電子提供措置用

セグメント

明光義塾直営事業
▶ 売上高 ▶ セグメント利益（営業利益）

12,680百万円 1,171百万円
(前期比4.1％増) (前期比9.7％減)

▶ 教室数 ▶ 在籍生徒数

458教室 30,555名
(前期末436教室) (前期末29,795名)

　

第39期第38期

12,186 12,680

1,296 1,171

■ 売上高　■ セグメント利益（営業利益）
（単位：百万円）

　主力である明光義塾事業（直営事業・フランチャイズ事業）につきまし
ては、2022年９月１日より全国を５つの地域（北海道東北・関東甲信・
東海北陸・近畿・西日本）に分け、「カンパニー制」による運営へ移行
し、地域No.1となるべく大胆な地域戦略を迅速に実行いたしました。ま
た、生徒の学力に応じて取り組むべき問題が明確にわかる「明光式特許
10段階学習法」を中学生指導において導入し、「授業の質」のアップデ
ートを図るとともに、家庭学習の質と量を確保するための取り組みとして
「ＭＥＩＫＯ！家スタディ®」をスタートいたしました。加えて、生徒・
保護者とのコミュニケーションアプリ「明光義塾アプリ塾生証」の導入教
室拡大により、生徒・保護者のＣＸ（顧客体験価値）向上、エンゲージメ
ント強化とともに、教室業務のＤＸ改革を推進してまいりました。
　明光義塾直営事業につきましては、調査施策により顧客インサイトを掘
り出し、調査結果に基づく教室現場のサービス改善を図ってまいりまし
た。
　これらの結果、明光義塾直営事業における当連結会計年度の売上高は
12,680百万円（当社売上高6,565百万円、連結子会社5社売上高計6,114
百万円）（前期比4.1％増）、セグメント利益（営業利益）は1,171百万
円（当社営業利益683百万円、連結子会社5社営業利益計487百万円）
（同9.7％減）となりました。教室数は458教室（当社直営239教室、連
結子会社5社計219教室）、在籍生徒数は30,555名（当社直営16,992
名、連結子会社5社計13,563名）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
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事業報告
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セグメント

明光義塾フランチャイズ事業
▶ 売上高 ▶ セグメント利益（営業利益）

4,266百万円 1,298百万円
(前期比5.7％減) (前期比23.8％減)

▶ 教室数 ▶ 在籍生徒数

1,296教室 65,176名
(前期末1,339教室) (前期末69,236名)

　

第39期

4,266

1,298

第38期

4,525

1,703

■ 売上高　■ セグメント利益（営業利益）
（単位：百万円）

　明光義塾フランチャイズ事業につきましては、カンパニー主導による
直営・ＦＣが一体となった運営を通じて、地域情報・事例の共有、ノウ
ハウの蓄積、教育研修、教室オペレーションの改善を推進することで、
教室運営・学習指導の質の向上と競合他塾との明確な差別化を図ってま
いりました。
　これらの結果、明光義塾フランチャイズ事業における当連結会計年度
の売上高は4,266百万円（前期比5.7％減）、セグメント利益（営業利
益）は1,298百万円（同23.8％減）、教室数は1,296教室（連結子会社
5社除く。）、在籍生徒数は65,176名（連結子会社5社除く。）となり
ました。
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セグメント

日本語学校事業
▶ 売上高 ▶ セグメント利益（営業利益）

1,120百万円 20百万円
(前期比37.5％増) (前期はセグメント損失

(営業損失)△187百万円)

▶ 校舎数 ▶ 在籍生徒数

2校 1,457名
(前期末2校) (前期末1,233名)

　

第38期

815

△187

第39期

1,120

20

■ 売上高　■ セグメント利益（営業利益）
（単位：百万円）

　連結子会社である株式会社早稲田EDU（早稲田EDU日本語学校）及
び国際人材開発株式会社（JCLI日本語学校）による日本語学校事業につ
きましては、「進学教育（大学院・大学・専門学校）」「美術基礎教
育」「ＥＪＵ（日本留学試験）対策」「就職支援（在留資格：技術・人
文知識・国際業務、特定技能）」などの強み・特色を活かした学生募集
活動・事業運営を進めてまいりました。
　これらの結果、日本語学校事業における当連結会計年度の校舎数は2
校（早稲田EDU日本語学校1校、JCLI日本語学校1校）、在籍生徒数は
1,457名（早稲田EDU日本語学校880名、JCLI日本語学校577名）とな
り、売上高は1,120百万円（前期比37.5％増）、セグメント利益（営業
利益）は20百万円（前期はセグメント損失（営業損失）187百万円）と
なり、政府の水際対策緩和（2022年春）以降の生徒数回復が通期で寄与し
た結果、黒字化を果たしました。
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セグメント

その他
▶ 売上高 ▶ セグメント損失（営業損失）

2,803百万円 △59百万円
(前期比30.6％増) (前期はセグメント損失

(営業損失)△306百万円)

　キッズ事業（アフタースクール）につきましては、直営スクール「明
光キッズ」のほか、私立小学校等からの運営受託、行政との連携、フラ
ンチャイズ等、様々な運営形態を取りながら、お客様から信頼され満足
度の高いスクール運営と質の高いサービス提供に取り組んでまいりまし
た。
　これらの結果、キッズ事業（アフタースクール）における当連結会計
年度のスクール数は28スクール（直営7スクール、フランチャイズ及び
運営受託等21施設）となりました。

　自立学習RED事業につきましては、AIタブレットを活用した個別最適
化された学習カリキュラムにより、「自分から勉強する力」を育む自立
学習塾として、株式会社スプリックスと緊密に連携を取りながら、地域
ごとの戦略に基づき、ファンづくりを推進してまいりました。
　これらの結果、自立学習RED事業における当連結会計年度の教室数は
83教室（当社直営21教室、フランチャイズ62教室）となりました。

　明光キッズe事業につきましては、オールイングリッシュの学童保
育・プリスクールとして、学童保育の需要拡大と幼児英語教育への関心
の高まりといった多様なお客様ニーズに対応した取り組みを推進してま
いりました。

第38期

2,147

△306

第39期

2,803

△59

■ 売上高　■ セグメント損失（営業損失）
（単位：百万円）

キッズ事業

- 21 -



株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

2023/10/20 14:33:07 / 23028057_株式会社明光ネットワークジャパン_招集通知_電子提供措置用

セグメント

　これらの結果、明光キッズe事業における当連結会計年度のスクール数は
10スクール（当社直営4スクール、フランチャイズ6スクール）となりま
した。

　HRソリューション事業につきましては、外務省より受託した経済連携協
定（ＥＰＡ）に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者に対する訪日
前日本語研修事業や、日本人人材紹介サービスの展開など、事業拡大に向
けた成長基盤の構築と新規事業創出に向けた取り組みを進めてまいりまし
た。

　連結子会社である株式会社古藤事務所による学校支援事業（入試問題ソ
リューション）につきましては、業務の確実な遂行と質の向上に取り組ん
だ結果、受注動向は安定しており、堅調な業況推移となりました。

　連結子会社であるＳｉｍｐｌｅ株式会社による保育士・栄養士の転職支
援サービスにつきましては、お客様満足度の高いサービス提供を行いなが
ら、成長基盤の構築に向けたキャリアアドバイザーの体制強化と、生産性
向上に向けた取り組みを推進してまいりました。

　連結子会社であるＧｏ　Ｇｏｏｄ株式会社につきましては、デジタル広
告事業やメタバース事業など、デジタル技術の活用による新たな収益の創
出に取り組んでまいりました。

　その他の事業の当連結会計年度の業績合計は、上記以外の事業も含めて
売上高は2,803百万円（前期比30.6％増）、セグメント損失（営業損失）
は59百万円（前期はセグメント損失（営業損失）306百万円）となり、投
資段階にある各事業におきましても、収益体質の構築が徐々に進んでまい
りました。

自立学習RED事業

HRソリューション事業
ベトナムとの経済連携協定(EPA)
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回　次 第38期 第39期

連結会計年度
自2021年9月 1 日
至2022年8月31日

自2022年9月 1 日
至2023年8月31日

経営成績他 前期比較 経営成績他 前期比較
　明光義塾（当社直営）教室数 220 15 239 19
　明光義塾（MAXISエデュケーション）教室数 95 ２ 98 ３
　明光義塾（ケイライン）教室数 41 － 40 △１
　明光義塾（TOMONI）教室数 42 － 42 －
　明光義塾（One link）教室数 22 ２ 21 △１
　明光義塾（クース・コーポレーション）教室数 16 16 18 ２
明光義塾直営教室数計 436 35 458 22
明光義塾フランチャイズ教室数 1,339 △27 1,296 △43
明光義塾教室数合計 1,775 ８ 1,754 △21
　明光義塾（当社直営）教室在籍生徒数 （名） 15,902 900 16,992 1,090
　明光義塾（MAXISエデュケーション）
   教室在籍生徒数 （名） 6,634 △373 6,539 △95

　明光義塾（ケイライン）教室在籍生徒数 （名） 2,879 △73 2,830 △49
　明光義塾（TOMONI）教室在籍生徒数 （名） 2,265 37 2,140 △125
　明光義塾（One link）教室在籍生徒数 （名） 947 62 871 △76
　明光義塾（クース・コーポレーション）
   教室在籍生徒数 （名） 1,168 1,168 1,183 15

明光義塾直営在籍生徒数計 （名） 29,795 1,721 30,555 760
明光義塾フランチャイズ教室在籍生徒数 （名） 69,236 △5,141 65,176 △4,060
明光義塾在籍生徒数合計 （名） 99,031 △3,420 95,731 △3,300
明光義塾直営事業売上高 （百万円） 12,186 629 12,680 493
明光義塾フランチャイズ事業売上高 （百万円）※1 4,525 20 4,266 △259
日本語学校事業売上高 （百万円） 815 △25 1,120 305
その他の事業売上高 （百万円） 2,147 11 2,803 656
売上高合計 （百万円） 19,674 635 20,871 1,196
明光義塾直営教室売上高 （百万円） 12,186 629 12,680 493
明光義塾フランチャイズ教室末端売上高 （百万円） 24,332 △1,644 23,096 △1,235
明光義塾教室末端売上高合計 （百万円）※2 36,519 △1,015 35,777 △741

＜ご参考＞明光義塾教室数、明光義塾在籍生徒数及び明光義塾教室末端売上高等の推移

※1 明光義塾フランチャイズ事業売上高は、ロイヤルティ収入及び商品売上高等を記載しております。
2 明光義塾教室末端売上高合計は、直営教室の授業料、教材費、テスト料等の全売上高と、フランチャイズ教室の授業料等の売上高を合計したものであり、フラ

ンチャイズ教室の教材費、テスト料等の売上高は含んでおりません。
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(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は271百万円（有形固定資産及び無形固定資産の受入ベース数値）であり
ます。
　その主なものは、教室システム等の改修による増加及び、明光義塾直営教室の増設、リニューアルに伴う教室内装工
事に係る設備投資であります。

(3) 資金調達の状況
　該当する事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当する事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当する事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当する事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当する事項はありません。

(8) 対処すべき課題
　当社グループの属する教育サービス業界におきましては、2022年の出生数が統計史上初めて80万人を割り込むな
ど、少子化が加速しており、様々な教育制度改革が進められる中で、多様な価値観・ニーズに対応した個別最適化した
学びの提供が求められております。そのような中で、コロナ禍を経て教育のデジタル化が加速したことに加えて、受験
時期の早期化、大学入試における総合型・学校推薦型選抜の増加などの構造変化も急速に進んでおります。また、社会
環境の急激な変化に対応すべく、Ｍ＆Ａ・アライアンスの動きが加速しているほか、周辺事業領域への拡大を図る動き
もあり、企業間の差別化競争は激化しております。
　このような中で、当社グループとして、2022年８月期を初年度とする中期３ヶ年計画を策定し、中期経営方針を
「ファン・イノベーション“Ｆａｎ・Ｆｕｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”」としました。当社は“Ｐｕｒｐｏｓｅ”を起点とし
て“蛻変（ぜいへん）”を繰り返しながら、“人の可能性をひらく”企業グループを目指してまいります。また、ＦａｎとＦ
ｕｎを繋ぐＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ（＝新結合）により、ファンづくりを推進し、持続的な企業価値の向上と成長を実現
します。
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　具体的には下記の基本方針のもとで、事業戦略・人事戦略・資本戦略を推進しております。

＜基本方針＞
① Ｆａｎをつくる

・ＤＸの推進と明光ブランドの深化と探索により、新たなファンを創出します。
・社会の変化に対応した新しい価値の提案により、まなびのインフラをひろげます。

② Ｆｕｎをつくる
・“わくわく”を通じて満足と信頼に満ちたファン・エンゲージメントを育みます。
・働きがいのある、ウェル・ビーイングな職場づくりを目指します。

③ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（＝新結合）をつくる
・常に新しい“め”でみて意識変化し、判断行動します。
・事業収益のさらなる向上のために、事業構造を変革します。

＜中期経営計画における戦略＞
① 事業戦略

・既存事業における新教室フォーマットによる新規開校と、顧客エンゲージメント向上への取り組みを強化し
てまいります。

・新規事業である人材事業への取り組みを強化することで、教育事業に続く収益の柱を創出し、社会環境の変
化に強い事業ポートフォリオへの変革を図ります。

・ＤＸ戦略として、「全社デジタルマーケティング機能の実現」と「ＤＸデータプラットフォームの構築」に取
り組んでまいります。

② 人事戦略
・イノベーション創出のためのダイバーシティ経営の推進と、働き方改革によるウェル・ビーイングの追求に

取り組んでまいります。

③ 資本戦略
・事業基盤の強化・成長投資に必要な自己資本の充実と、株主の皆さまに対する安定的かつ持続的な利益還元

を通じて中長期的に企業価値を高めてまいります。

　中期経営計画最終年度である次期（2024年８月期）におきましては、中期経営方針である「ファン・イノベーショ
ン“Ｆａｎ・Ｆｕｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”」の「その先へ」向かう年度と位置づけました。未来社会に向けて、お客様
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視点に立ち、「人的資本経営」と「デジタル経営」を実現し、「高い付加価値」を創造してまいります。
　「人的資本経営」につきましては、「従業員の成長こそ当社の成長」と捉え、従業員の「スキルと能力開発」、「リー
ダー育成とサクセッション」、「ＤＸとＣＸの推進」、「ダイバーシティ＆インクルージョン」、「Ｗｅｌｌ―ｂｅｉｎｇ」
という人的資本投資を通じ、従業員全員が自らの仕事に誇りを持ち、個々の力を発揮することで、人の可能性をひらく
企業グループとなり輝く未来を実現してまいります。
　「デジタル経営」につきましては、当社グループのオペレーションＤＸの実行に向けて、ＤＸ領域を「攻めのデジタ
ル化（ＤＩ：デジタルイノベーション、ＤＸ：デジタルトランスフォーメーション）」と「守りのデジタル化（デジタ
イゼーション、ＩＴインフラ）」に分けて定義を行いました。ＤＸ戦略本部の組織体制を見直すことで、ＱＣＤＳ（Ｑ
ｕａｌｉｔｙ: 品質、Ｃｏｓｔ: 費用コスト、Ｄｅｌｉｖｅｒｙ: 納期、Ｓａｆｅｔｙ: 安全性）をオペレーションＤＸ
のＫＰＩとして捉え、オペレーション強化に努めてまいります。また、ＤＸ人材を計画的にアサイン・育成するための
リスキリング教育にも取り組んでまいります。

　当社グループは今後においても、上記の取り組みにより、社会環境の急速な変化に柔軟かつ迅速に対応しながら、
「高い付加価値」を創造し、持続的な成長の実現を目指してまいります。

　2023年10月12日公表の適時開示「中期経営計画（2022年８月期-2024年８月期）における2024年８月期の経
営指標（計画）の修正に関するお知らせ」に記載の通り、2021年10月14日に発表いたしました中期経営計画（2022
年８月期-2024年８月期）の最終年度にあたる2024年８月期の経営指標（計画）を修正いたしました。
　当社は、中期経営計画（2022年８月期-2024年８月期）「ファン・イノベーション “Ｆａｎ・Ｆｕｎ Ｉｎｎｏｖａ
ｔｉｏｎ”」を公表いたしました時点では、新型コロナウイルス感染症の感染収束後に経済回復が見込まれると予想し
ておりました。しかしながら、期待していたペントアップ需要は顕在化せず、新規事業の投資リターンや明光義塾FC
事業の回復が遅れております。
　そうした中で、明光義塾直営事業と日本語学校事業については、順調に業績を伸ばしております。
　この状況を見据えて、2024年８月期におきましては、明光義塾FC事業の再成長を目指す一方で、好調な明光義塾直
営事業によるドミナント戦略を積極的に推進してまいります。これにより、フランチャイズ教室からの譲受や直営教室
の新規出店による先行投資が増加するため、連結売上高は当初の経営指標（計画）を上回る見込みですが、一方で連結
営業利益は減少するため、当初の経営指標（計画）を修正いたします。

　2024年８月期の連結業績予想につきましては、売上高22,000百万円（前期比5.4％増）、利益面につきましては、
営業利益は1,200百万円（同12.7％増）、経常利益1,250百万円（同0.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
820百万円（同1.4％増）といたします。

　株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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事業ポートフォリオ

当社を取り巻く環境
　中期経営方針「ファン・イノベーション“Fan・Fun Innovation”」策定時の日本社会において、社会の変化による人
口減少と働き手の減少が予想され、今後ますます企業間での顧客及び働き手の争奪戦が加速すると想定されます。ま
た、当社が属する教育業界においては、少子化による学齢人口減少が加速する一方、ＤＸの促進による教育サービスの
充実等が求められております。喫緊の課題としては、社会構造変化による、地域、経済格差により教育の機会均等が失
われつつあり、教育事業に携わる当社としては、この現状を真摯に受け止め、中期経営方針「ファン・イノベーショ
ン“Fan・Fun Innovation”」において、社会的課題の解決ための施策を実施しております。

社会的課題の解決のために

事業領域の拡大
　当社は、教育事業（B to C）で培ってきた既存領域に加えて、新たに法人向け人材事業（B to B）の領域に進出
し、教育事業に続く収益の柱を創出いたします。Innovation（＝新結合）、新しい組合せとして、個別指導＋キャリ
ア教育、日本語教育と派遣・紹介・研修といったように、これまでの当社の経験・ノウハウを活かし差別化を図った上
での人材事業を展開いたします。B to Cの教育事業と、B to Bの人材事業を展開することで、社会環境の変化に強い
事業ポートフォリオへの変革を図っております。

to B
新規

to C
既存

児童・生徒

教育事業

人材事業

社会人

DX

教育事業に続く収益の柱を創出
→社会環境の変化に強い事業ポートフォリオへの変革
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教育の機会均等の確保
　教育の機会均等の観点から、次世代を担う子どもたちが夢を実現するための学習支援を行っております。一例とし
て、「心豊かな人材を育む教育の充実に関する連携協定」を締結している宮城県丸森町では、町内に暮らす次世代を担
う子どもたちが、将来に向けた志を持ち様々なことに挑戦する気持ちを育む学習支援のために、ＡＩタブレットを使用
した自立学習モデルを導入いたしました。

労働人口減少への対応
　労働人口減少に対して、海外から日本で労働を希望する方への支援に力をいれております。当社が外務省から受託し
ている「経済連携協定（ＥＰＡ）に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者に対する訪日前日本語研修事業」を円
滑に遂行するため、2022年８月26日にMEIKO NETWORK VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立いたしました。

　外国人留学生の教育にも力をいれ、連結子会社である株式会社早稲田ＥＤＵ（早稲田ＥＤＵ日本語学校）及び国際人
材開発株式会社（ＪＣＬＩ日本語学校）による日本語学校事業につきましては、「進学教育（大学院・大学・専門学
校）」「美術基礎教育」「ＥＪＵ（日本留学試験）対策」「就職支援（在留資格：技術・人文知識・国際業務、特定技
能）」などの強み・特色を活かした学生募集活動・事業運営を進めております。

　また、保育業界で保育士、栄養士の人材紹介に特化したＳｉｍｐｌｅ株式会社を2022年４月よりグループへ迎え、
また2022年９月５日に国内の就業者、外国人人材教育及び人材紹介事業として株式会社明光キャリアパートナーズを
設立し、労働人口減少に対処しております。
　なお、同社は、2023年６月20日に「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」（経済産業省）の補助対象事
業者として採択されました。リスキリングにより人的資本価値を高め、生産性や賃金の向上を実現する転職を推進する
「労働市場の流動化」の普及拡大を進めてまいります。
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ターゲットの拡大
　2023年４月13日に株式会社城南進学研究社との業務提携契約を締結いたしました。株式会社城南進学研究社の幼児
向けサービスを当社で培った直営事業及びフランチャイズ事業の運営、展開ノウハウを一体化させ、更にアフタースク
ール事業、学習塾事業へ繋ぎ、一貫したサービスを提供いたします。

幼児乳児

to C城南進学研究社の
乳幼児教育ブランド

to B

小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 外国人

乳幼児教室
（知育・受験）

明光義塾
自立学習RED

台湾明光
NEXCUBE

古藤
事務所

MEIKO
GLOBAL

キャリスター

Career rep.

Simple

早稲田EDU
日本語学校
・
JCLI

日本語学校

日本語学校

人材紹介・研修

DX

ESL club
MYLAB

明光キッズ
ふれたび（旅行・イベント）

明光サッカースクール

長期的な関係性を築き、より良いサービスを提供

GoGood

明光キッズe

学齢人口減少への対応
　学齢人口減少に対して、当社グループのブランドにない幼児向けサービスの提供体制を整備し、顧客と幼児期から長
期的な関係性を築き、より付加価値の高いサービスを提供することによって、顧客エンゲージメントを向上してまいり
ます。
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ＤＸの促進

教育サービスのＤＸ化
　明光義塾事業において、カスタマーエクスペリエンス向上を目的とした、明光義塾「アプリ塾生証」を開発し、生
徒、保護者様とのコミュニケーションを強化いたしました。スマホで学習できるアプリも開発し、だれでも無料で使え
るサービスも展開しております。また、塾生が孤独な家庭学習に陥らないように家庭学習見守りサービス「ＭＥＩＫ
Ｏ！家スタディ®」を導入し、塾での授業提供だけではなく、成績向上に不可欠な家庭学習時間を確保することで毎日
勉強することを習慣化させます。更にＤＸコンサルティング、デジタルマーケティング事業を強化するため、2022年
６月30日に社内初のベンチャー企業としてGo Good株式会社を設立し、教育メタバースイベント等を実施しておりま
す。今後、更にＤＸ戦略を強化いたします。
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＜ご参考＞サステナビリティ

当社ウェブサイト　https://www.meikonet.co.jp/ja/index.html

https://www.meikonet.co.jp/ja/sustainability.html

＜ご参考＞

明光ネットワークジャパンのサステナビリティ

　当社は、「教育・文化事業への貢献を通じて人づくりを目指す」「フランチャイズノウハウの開発普及を通じて自己
実現を支援する」という２つの経営理念と、「個別指導による自立学習を通じて創造力豊かで自立心に富んだ21世紀
社会の人材を育成する」という教育理念を掲げ、個別指導のパイオニア企業として、事業活動を通じて男女の区別なく
質の高い教育へのアクセスを得られる機会を提供してまいりました。この創業の理念を「創業の精神」として引き継ぎ
ながら、“Purpose”“「やればできる」の記憶をつくる”を起点として、社会環境の急速な変化に対応すべく、時代のニ
ーズを見据えたサービスを提供する様々な事業を創造し「人の可能性をひらく企業グループ」に成長するとともに、当
社グループの企業価値向上を目指してまいります。

　これからも、社会から選ばれる企業であり続けるために、社外の専門家やステークホルダーとの対話を積極的、能動
的に行い、経済発展の一方で大きくなる経済格差や強制労働、生態系への悪影響といったネガティブなインパクトを正
しく理解し、事業活動を通じてそれら課題を解決するための取り組みを推進してまいります。

　事業活動を通じた「学びのインフラ」として、「明るい未来社会」、「SDGsを実現するサステナブルな社会づく
り」を実現するために、当社は「サステナビリティ委員会」を設置し、責任あるプライム市場上場企業として適切に全
社重要課題の抽出とその対応策を審議し実践することで、企業価値毀損リスク低減に向けた活動を推進します。活動の
実践とその結果は、広く開示してまいります。
　詳細につきましては次の通りでございます。

明光ネットワークジャパンのサステナビリティの取り組みの詳細につきましては、
当社ウェブサイトよりご覧いただけます。

- 31 -



株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

2023/10/20 14:33:07 / 23028057_株式会社明光ネットワークジャパン_招集通知_電子提供措置用

＜ご参考＞サステナビリティ

Ｅ　（環境） Ｓ　（社会） Ｇ　（ガバナンス）

■重要なテーマ

気候変動対応、環境への配慮
■重要なテーマ

健康経営、人権、人的資本経営、
ダイバーシティ

■重要なテーマ

取締役会の実効性評価、
コーポレートガバナンスの向上

方針 方針 方針

・当社グループは、気候変動及び環境課題への
対応が重要な経営課題のひとつであると強く
認識しています。パリ協定の枠組みや、日本
政府が掲げた2050年までにCO2排出量を実
質ゼロにする目標のもと、持続可能な社会を
実現するために企業が果たすべき役割を認識
し、ビジネスを通じてこの課題解決を実現す
ることが、当社グループの持続的成長に繋が
ると考えています。

・当社グループは、社員を最重要の資本として
定義しています。社員が身体的、精神的に健
康であることが企業の成長・発展へ繋がって
いくと考えます。また、当社に関わる全ての
人々の人権を配慮し、全ての社員が個々の持
つ能力を最大限に活かし多様な価値観を共有
することができる、働きやすくやりがいのあ
る会社、組織を目指すために人的資本戦略、
ダイバーシティを推進していきます。

・当社グループは、経営の効率性と適法性の確
保並びに株主に対する透明性の確保を柱とし
て取締役会の活動状況をはじめコーポレー
ト・ガバナンス機能の強化を追求し、当社の
持続的成長と中長期的な企業価値の向上に取
り組んでまいります。

取り組み 取り組み 取り組み

・事業が及ぼす環境のマイナス影響を削減する
ために、温室効果ガスの削減に取り組みま
す。

・グループ企業全体の電力使用量を計測し、削
減目標を掲げ、目標数値達成に向け最大限企
業努力いたします。今後再生エネルギーの使
用や、省エネルギー対策を実施いたします。
責任あるプライム市場上場企業として、
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）提言へ賛同し、自主的かつ積極的な情報
開示を推進してまいります。またCDP（カ
ーボンディスクロージャープロジェクト）を
はじめ、各調査機関の質問書、アンケートに
参加し、積極的に情報を開示してまいりま
す。

・DX化を促進し、会社全体の使用電気量の削
減及び再生紙使用、ペーパーレスの促進を推
進してまいります。

・国内再生エネルギー発電事業を支援するた
め、カーボンニュートラルファンドに出資い
たしました。日本の再生可能エネルギー普
及・拡大に貢献いたします。
また、将来的には自社施設に対して、再生可
能エネルギーを使用することを視野にいれて
おります。

・2024年８月期の目標として、女性の管理職
登用率25％以上、外国人人材、中途採用者
を要職に登用してまいります。

・女性の活躍支援に取り組む企業として、「女
性の職業生活における活躍の推進に関する法
律」（通称：女性活躍推進法）に基づき、厚
生労働大臣より優良企業として認定を受け、
認定マーク「えるぼし」の２つ星（２段階
目）を取得しています。

・2012年３月より、国連WFPの「学校給食プ
ログラム」への寄附を継続して行っていま
す。教育事業を通じた人づくりを目指してい
る当社は、この活動に賛同し、世界の子ども
たちが一人でも多く、よりよい状態で教育を
受けられるよう寄附をしております。貧困に
苦しむ子どもたちを飢えから救い、健全な発
育を助けると同時に、就学率の向上と教育機
会の拡大に寄与しています。

・障碍がある方においても社会に出て楽しくや
りがいをもって働きたい気持ちは私たちと変
わりなく、精神的自立の支援、雇用に伴う地
域活性化への貢献等社会課題の解決に資する
観点から、当社が環境を創出することとし
「農園」として就労の場を開設しています。

・取締役会の実効性と、更なる監視体制の強化
を図るべく、監査等委員会設置会社へ移行い
たしました。

・取締役の指名・報酬等の決定プロセスの客観
性・透明性の更なる向上を図るべく指名報酬
委員会を設置いたしました。

・当社グループのあるべき姿実現に向けて、取
締役が役割を果たすために必要なスキルや知
見、経験の情報開示を行っております。

・役員報酬体系の見直し、業績連動、気候変
動・環境問題等チャレンジングな目標実現を
後押しするため、サステナビリティを含む評
価体系の導入について検討を開始いたしま
す。

・代表取締役社長を委員長とするサステナビリ
ティ委員会を設置し、サステナビリティ経営
を実現するための重要課題を決定してまいり
ます。取り組みについては、適切な情報開示
と透明性を確保してまいります。

・当社グループは、公務員への賄賂、過剰な接
待や贈答品の授受、癒着、横領、背任などの
腐敗行為の防止をコンプライアンス徹底にお
ける最重要課題の一つとして位置づけており
ます。そのため、腐敗リスクに適切に対応で
きる社内体制を充実させ、その発生を未然に
防止することで、健全な経営環境を確保する
ことに注力しております。
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＜ご参考＞サステナビリティ

　https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20230411545629/pdfFile.pdf

＜ご参考＞
明光ネットワークジャパンのサステナビリティ推進体制

明光ネットワークジャパンのTCFD開示
　当社は、ＴＣＦＤ(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づき情報開示を行っております。
　詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。
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＜ご参考＞人的資本経営

＜ご参考＞

人的資本経営

当社の考える人的資本経営
　当社は、“Purpose”を起点として“蛻変（ぜいへん）”を繰り返しながら、FanとFunを繋ぐInnovation（＝新結合）
により、時代のニーズを見据えたサービスを提供する事業の創出と、ファンづくりを推進し、未来への価値を創造する
ことで「人の可能性をひらく企業グループ」となり輝く未来を実現いたします。

Statement
明光ネットワークジャパンは「自分にYES」を出せる人づくりをします。
新しい“め”を育み、新しきに繋がる記憶と勇気をつくります。
創造性豊かな社会の実現のために、新しい価値を発揮し続けます。

私たちは“Purpose”を起点として“蛻変”を繰り返しながら、
人の可能性をひらく企業グループを目指します。
私たちはFanとFunを繋ぐInnovation（＝新結合）によって、
ファンづくりを推進し、持続的な企業価値の向上と成長を実現します。

DXの推進と明光ブランドの深化と探索により、新たなファンを創出します。
社会の変化に対応した新しい価値の提案により、まなびのインフラをひろげます。

“わくわく”を通じて満足と信頼に満ちたファン・エンゲージメントを育みます。
働きがいのある、ウェル・ビーイングな職場づくりを目指します。

常に新しい“め”でみて意識変化し、判断行動します。
事業収益のさらなる向上のために、事業構造を変革します。

人の可能性をひらく企業グループとなり
輝く未来を実現する

Purpose

「やればできる」の記憶をつくる

中期経営計画

中
期
経
営
計
画
　
重
点
戦
略

2022年8月期－2024年8月期

ファン・イノベーション“Fan・Fun Innovation”

Vision

“Bright Light for the Future”

繋ぐ隣に立つ 自分にYES
前でも後ろでもない。
向き合うでもない。
同じ目線で、同じ方向を見る。

点と点を繋ぎ、
新たな結び目を創る。
新結合によって新価値を生む。

自分にYESを出せる。
自分でいる。判断行動する。
社会をつくる。

Values

Fanをつくる1

Funをつくる2

Innovationをつくる3
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＜ご参考＞人的資本経営

　そのためには、従業員それぞれの個性を多様性として活かし、個人の主体性を引出しながらお互いに切磋琢磨し、成
長することが不可欠であると考えます。

　「従業員の成長こそ当社の成長」と捉え、従業員の「スキルと能力開発」、「リーダー育成とサクセッション」、
「ＤＸとＣＸの推進」、「ダイバーシティ＆インクルージョン」、「Well-being」という人的資本投資を通じ、従業
員全員が自らの仕事に誇りを持ち、個々の力を発揮することで、人の可能性をひらく企業グループとなり輝く未来を実
現いたします。

スキルと能力開発

未来を切り開く社員の自律的学び、
成長の支援

未来社会に向けた当社の存在意義、在り方である“Purpose”、行動指針である“Values”、
そして“Vision”を理解し、共感して、自分事として主体的に共鳴する 

リーダー育成と
サクセッション DXとCXの推進

CX（顧客体験価値）の向上を
推進するためのDX人材の育成

Well-being
Fun（ワクワク、楽しさ）づくりこそ人材の成
長の原点であり、楽しみながらも働きがい
があり、人材が成長できる職場環境を構築

未来を担うリーダーの創出を
強く推進

ダイバーシティ&
インクルージョン

多様なバックグラウンドを持った人材を活かし
その能力が最大限発揮できる機会を提供

“Purpose”
「やればできるの記憶をつくる」

“Vision”
人の可能性をひらく企業グループとなり輝く未来を実現する

明光ネットワークジャパン
人的資本経営

人的資本投資

価値創造
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＜ご参考＞人的資本経営

人材育成方針
　人の可能性をひらく企業グループとなり輝く未来を実現するためには、従業員自らが、主体的に物事を捉え、自立し
た人材に成長することが必要であり、“Purpose”、“Values”、“Vision”を理解し、共感して、自分事として主体的に共
鳴にすることが不可欠です。

　そのために“Purpose”“Values”“Vision”に関する集合型ミーティング、ワークショップを定期的に実施し、「創業の
精神」や当社の“Purpose”がなぜ“「やればできる」の記憶をつくる”なのかを学んでおります。従業員一人ひとりに働
く意義を問いかけ、当社の“Purpose“と従業員一人ひとりのMy Purposeとの共通点を深掘りしております。

あなたはどう思う？
あなたはどうしたい？
なぜそう思う？

My Pu r p o s e
“Purpose”

“「やればできる」
の記憶をつくる”

　当社の“Purpose“と従業員のMy Purposeが触れ合い重なり合うことで、共感から自分事として主体的な共鳴に繋が
り、一人ひとりの主体性が育成されております。従業員一人ひとりに個性があるように、お客様にもそれぞれのニーズ
あります。お客様個人に寄り添い、満足していただける提案ができる人材をこれからも育成してまいります。
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財産及び損益の状況の推移

区　分 第36期
（2020年8月期）

第37期
（2021年8月期）

第38期
（2022年8月期）

第39期
（当連結会計年度）
（2023年8月期）

売上高 （百万円） 18,218 19,039 19,674 20,871
経常利益 （百万円） 451 1,113 1,289 1,243
親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） （百万円） △2,232 1,140 974 809

1株当たり当期純利益又は当期純損失（△） （円） △85.21 45.47 38.86 32.17
自己資本当期純利益率 （％） △18.7 11.7 9.4 7.4
総資産 （百万円） 14,041 14,649 15,439 15,811
純資産 （百万円） 9,473 10,025 10,606 11,203

区　分 第36期
（2020年8月期）

第37期
（2021年8月期）

第38期
（2022年8月期）

第39期
（当事業年度）
（2023年8月期）

売上高 （百万円） 11,796 12,770 13,100 13,426
経常利益 （百万円） 438 691 784 535
当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △1,673 922 772 395
1株当たり当期純利益又は当期純損失（△） （円） △63.88 36.76 30.78 15.72
自己資本当期純利益率 （％） △14.1 9.3 7.5 3.7
総資産 （百万円） 11,871 12,451 13,052 13,015
純資産 （百万円） 9,790 10,119 10,491 10,668

第39期第38期第37期第36期

20,87119,67419,03918,218

■ 売上高（百万円）

第39期第38期第37期第36期

1,2431,2891,113

451

■ 経常利益（百万円）

8099741,140

△2,232
第39期第38期第37期第36期

△85.21
45.47 38.86 32.17

■ 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）（百万円）
　 １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）（円）

第39期第38期第37期第36期

15,81115,43914,64914,041

■ 総資産（百万円）

第39期第38期第37期第36期

11,20310,60610,0259,473

■ 純資産（百万円）

7.49.411.7

△18.7
第39期第38期第37期第36期

　 自己資本当期純利益率（ROE）（%）

(9) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社MAXISエデュケーション 30百万円 100％ 個別指導塾「明光義塾」の運営等
株式会社ケイライン 50百万円 100％ 個別指導塾「明光義塾」の運営
株式会社TOMONI 50百万円 100％ 個別指導塾「明光義塾」の運営
株式会社One link 50百万円 100％ 個別指導塾「明光義塾」の運営
株式会社早稲田EDU 20百万円 100％ 早稲田EDU日本語学校の運営
国際人材開発株式会社 10百万円 100％ JCLI日本語学校の運営
株式会社古藤事務所 10百万円 100％ 大学入試、大学教育に関する事業
株式会社クース・コーポレーション 40百万円 100％ 個別指導塾「明光義塾」の運営
Simple株式会社 50百万円 100％ 保育士・栄養士の転職支援サービス
Go Good株式会社 10百万円 100% マーケティングDXおよびインターネット広告事業

(10) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当する事項はありません。
② 子会社の状況

(注) Go Good株式会社の重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
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主要な事業内容

セグメントの名称 区分に属する主要な事業内容

明光義塾直営事業

・個別指導塾「明光義塾」直営教室における学習指導及び教材、テスト等商
品販売（当社、株式会社MAXISエデュケーション、株式会社ケイライン、
株式会社TOMONI、株式会社One link、株式会社クース・コーポレーシ
ョン）

明光義塾フランチャイズ事業 ・個別指導塾「明光義塾」フランチャイズ教室における教室開設、経営指導
及び教室用備品、教室用機器、教材、テスト、広告宣伝物等商品販売

日本語学校事業 ・「早稲田EDU日本語学校」の運営（株式会社早稲田EDU）
・「JCLI日本語学校」の運営（国際人材開発株式会社）

その他

・長時間預かり型学習塾「キッズ（アフタースクール）」事業
・ITを活用した個別学習塾「自立学習RED」事業
・オールイングリッシュの学童保育「明光キッズe」事業
・人材紹介サービス「ＨＲソリューション」事業
・大学入試、大学教育に関する事業（株式会社古藤事務所）
・保育士・栄養士の転職支援サービス（Simple株式会社）
・マーケティングDXおよびインターネット広告事業（Go Good株式会社）

(11) 主要な事業内容

売上高構成比

明光義塾直営事業
60.8%

■明光義塾直営事業　　■明光義塾フランチャイズ事業　　■日本語学校事業　　■その他事業

その他事業
13.4%

明光義塾
フランチャイズ事業

20.4%

日本語学校事業
5.4%
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主要な営業所等

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
北 海 道 事 務 局　　　北海道札幌市中央区北三条西二丁目1番地13
仙 台 事 務 局　　　宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号
名 古 屋 事 務 局　　　愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23番13号
大 阪 事 務 局　　　大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4号
西 日 本 事 務 局　　　福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目7番22号

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

本 社　　　京都府京都市中京区室町通六角下る鯉山町507

本 社　　　大阪府箕面市西小路三丁目1番1号

本 社　　　東京都新宿区市谷砂土原町二丁目7番地

本 社　　　東京都北区豊島八丁目4番1号

本 社　　　東京都千代田区一番町29番1号

本 社　　　佐賀県佐賀市若宮三丁目2番10号

本 社　　　東京都品川区東五反田5丁目23番7号五反田不二越ビル5階

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

(12) 主要な営業所等
① 当社の本社及び事務局等

② 株式会社MAXISエデュケーション

③ 株式会社ケイライン

④ 株式会社TOMONI

⑤ 株式会社One link

⑥ 株式会社早稲田EDU

⑦ 国際人材開発株式会社

⑧ 株式会社古藤事務所

⑨ 株式会社クース・コーポレーション

⑩ Simple株式会社

⑪ Go Good株式会社
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使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比増減

明光義塾直営事業 626名 30名増
明光義塾フランチャイズ事業 132名 3名増
日本語学校事業 63名 5名増
その他 159名 27名減
管理部門 60名 2名増
合計 1,040名 13名増

区　分 使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男性 398名 ６名増 37.9歳 7.8年
女性 213名 24名減 34.1歳 6.5年
合計又は平均 611名 18名減 36.6歳 7.3年

(13) 使用人の状況
① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業人員であり、契約社員（41名）を含み、アルバイト等の臨時使用人は含まれておりません。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業人員であり、契約社員（38名）を含み、アルバイト等の臨時使用人は含まれておりません。

(14) 主要な借入先
　該当する事項はありません。

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当する事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2
　

会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 72,405,000株

(2) 発行済株式の総数 25,345,492株（自己株式　2,458,108株を除く。）

(3) 株主数 86,180名（前期末比　3,539名増）

(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株

2,000,000
％

7.89
公益財団法人明光教育研究所 2,000,000 7.89
渡邉　弘毅 1,794,600 7.08
エムコー株式会社 1,000,000 3.95
奥井　世志子 792,800 3.13
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 441,900 1.74
株式会社早稲田アカデミー 347,600 1.37
奥井　慧 300,000 1.18
株式会社ウィザス 231,300 0.91
明光ネットワークジャパン役員持株会 148,300 0.59

(注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2. 株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」による所有株式141,000株（発行済株式（自己株式を除く。）の総

数に対する所有株式数の割合0.56％）が含まれております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　該当する事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(6) その他株式に関する重要な事項
　該当する事項はありません。

所有者別株式分布

外国個人 0.14％
人数：223名

株式数：38,051株

個人・その他 73.66％
人数：85,515名

株式数：20,482,836株
自己株式含む

証券会社 0.60％
人数：19名
株式数：165,989株

金融機関 9.69％
人数：12名
株式数：2,692,900株

外国法人 2.11％
人数：61名
株式数：587,559株

その他法人 13.80％
人数：350名
株式数：3,836,265株

3
　

会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
　該当する事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
　該当する事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当する事項はありません。
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会社役員に関する事項

4
　

会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等

（2023年8月31日現在）
地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 渡 邉 弘 毅 （重要な兼職の状況）
公益財団法人明光教育研究所代表理事

代 表 取 締 役 社 長 山 下 一 仁
明光義塾事業本部長
（重要な兼職の状況）
公益財団法人明光教育研究所評議員

取 締 役 副 社 長 岡 　 本 　 光 太 郎

キッズ事業本部長
（重要な兼職の状況）
株式会社古藤事務所取締役
Simple株式会社取締役
株式会社明光キャリアパートナーズ取締役
Go Good株式会社取締役

常 務 取 締 役 谷 口 康 忠
DX戦略本部長
（重要な兼職の状況）
Go Good株式会社代表取締役社長

取 締 役 小 宮 山 　 　 　 大
明光義塾事業本部副本部長
（重要な兼職の状況）
株式会社MAXISエデュケーション代表取締役会長

取 締 役
（常勤監査等委員） 神 　 坐 　 　 　 浩

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 青 　 野 　 奈 々 子

（重要な兼職の状況）
株式会社GEN代表取締役社長
株式会社ミスミグループ本社社外監査役
日本製紙株式会社社外監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 熊 王 斉 子

（重要な兼職の状況）
島村法律会計事務所
セーラー万年筆株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社コロワイド社外取締役（監査等委員）
Hamee株式会社社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 岩 　 瀬 　 香 奈 子 （重要な兼職の状況）

株式会社アルーシャ代表取締役

(注) 1. 当社は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役（監査等委員）神坐浩、青野奈々子、熊王斉子及び岩瀬香奈子の各氏は、社外取締役であります。
3. 当社は、取締役（監査等委員）神坐浩、青野奈々子、熊王斉子及び岩瀬香奈子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。
4. 取締役（監査等委員）青野奈々子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために神坐浩氏を常勤の監査等委員と

して選定しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が
定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除
く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 補償契約の内容の概要
　該当する事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
　当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役及び監査役

② 保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被
保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたこ
とにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や
意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損な
われないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下①において同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関

する事項
ａ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取
締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより
決定されることを基本方針としております。
　業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（月額報酬）と業績連動報酬等（株式報酬）により構成さ
れており、その決定方針は、2023年７月27日開催の取締役会において改定しております。社外取締役の個人別の
報酬等については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみを月額報酬として
支給することとしております。

ｂ. 決定方針の内容の概要
(a) 基本報酬等に関する方針

　取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、各取締役の職務内容及
び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定し
ております。

- 45 -



株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

2023/10/20 14:33:07 / 23028057_株式会社明光ネットワークジャパン_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

(b) 業績連動報酬（株式報酬）に関する方針
　取締役（社外取締役を除く。）の業績連動報酬は、非金銭報酬としての株式報酬としております。当該制度は、
当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という）を
通じて取得され、取締役に対して、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」
という）が本信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則とし
て取締役の退任時としております。株式報酬制度の限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会にお
いて、信託期間（当初4年間）中に取締役（社外取締役を除く。）に付与されるポイント総額の上限は、1事業年
度あたり40,000ポイント（1ポイントは当社株式1株）と定められております。業績連動報酬（株式報酬）につい
ては、その割当等、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委
員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。

(C) 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　取締役の個人別の基本報酬の内容の決定にあたっては、取締役会において決定した基本報酬の決定方針のとお
り、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を
経て、取締役会にて決定しており、決定方針に沿うものと判断しております。取締役（社外取締役を除く。）の個
人別の業績連動報酬（株式報酬）については、取締役会としてその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断して
おります。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ａ. 監査等委員会設置会社移行前
(a) 取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。

　取締役の報酬限度額は、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内（役員賞
与を含み、使用人分給与は含まない。）として決議いただいております（同定時株主総会終結時の取締役の員数は
6名）。これに加え当社は、取締役（社外取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式
報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間（当初4年間）中に取締
役（社外取締役を除く。）への報酬として拠出する金銭の上限は1事業年度あたり70百万円、取締役（社外取締役
を除く。）に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント（1ポイントは当社株式1株。）
と決議いただいております（同定時株主総会終結時の取締役（社外取締役を除く。）の員数は4名）。

(b) 監査役の報酬限度額は以下のとおりであります。
　監査役の報酬限度額は、2021年3月19日開催の臨時株主総会において、年額35百万円以内として決議いただい
ております（同臨時株主総会終結時の監査役の員数は4名）。
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区　分 支給人員

報酬等の種類別の総額

計固定報酬 株式報酬

基本報酬 固定部分 業績連動部分

取　　締　　役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

7名
（2名）

114百万円
（２百万円）

６百万円
（－百万円）

－百万円
（－百万円）

121百万円
（２百万円）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

4名
（4名）

22百万円
（22百万円）

－百万円
（－百万円）

－百万円
（－百万円）

22百万円
(22百万円）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

4名
（4名）

６百万円
（６百万円）

－百万円
（－百万円）

－百万円
（－百万円）

６百万円
（６百万円）

合　　　　　計 15名 143百万円 ６百万円 －百万円 150百万円

ｂ. 監査等委員会設置会社移行後
(a) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は以下のとおりであります。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時
株主総会において、年額300百万円以内（役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。）として決議いただいてお
ります（同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名）。これに加え当社は、取締役（社外取締役を除く。）を対
象とする株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主
総会において、信託期間（当初4年間）中に取締役（社外取締役を除く。）への報酬として拠出する金銭の上限は
1事業年度あたり70百万円、取締役（社外取締役を除く。）に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり
40,000ポイント（1ポイントは当社株式1株）と決議いただいております（同定時株主総会終結時の取締役（社外
取締役を除く。）の員数は5名）。

(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額50百万
円以内として決議いただいております（同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名）。

③ 取締役及び監査役の報酬等の額

(注) 1. 株式報酬の業績連動部分に係る指標については、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の報酬と当社グループ（当社及び当社の関係会社）の業績
及び株式価値との連動性を明確にし、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、
中長期的な業績の向上と株主価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社が目標として設定した連結営業利益及び個別営業利益を指標として
おります。当該指標を選択した理由は、営業利益が業績や収益性を計測する指標として一般的に認知された指標であり、経営成果を明確にすることができ
るためであります。当社グループの株式報酬は、株式交付信託の仕組みを利用しており、「固定部分」と「業績連動部分」から構成されております。固定
部分は、中長期的な株式価値向上に対する貢献意欲を高めていくものであります。業績連動部分の額の算定方法は、役位ごとの基準額に連結営業利益及び
個別営業利益について段階別の達成率を設けており、その達成状況により業績連動係数を変動させ、年度ごとにポイントを付与し確定、各取締役の退職時
に総ポイント数に応じた株式を交付いたします。なお、当連結会計年度及び当事業年度の連結営業利益及び営業利益の実績値は、それぞれ1,064百万円及
び471百万円であります。

2. 株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3. 取締役（監査等委員）の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役（監査等委員）の報酬額は、指名報

酬委員会の諮問を経て、取締役（監査等委員）の協議によって決定しております。
4. 監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
5. 上記には、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名（うち社外取締役2名）及び監査役4名（うち社外監査役4

名）を含めております。なお、同株主総会の終結の時をもって監査役を退任した後、新たに監査等委員に就任した2名の支給額と員数については、監査役在
任期間分は監査役に、監査等委員在任期間分は取締役（監査等委員）に含めて記載しております。
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区　分 氏　名 主な活動状況

社外取締役
（監査等委員） 神　坐　　　浩

当事業年度において開催された取締役会17回のうち、監査役として３回、監査等委員として14回出席
し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。長年にわたる金融
機関等での金融、財務及び企業経営に関する豊富な経験と知識、また、海外での勤務経験をもとにした
グローバルな視点から、特に当社の経営上の重要事項につき助言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査役会４回のうち４回、監査等委員会14回のうち14回出席
し、幅広い観点から議案審議等に必要な発言を行っております。
さらに、指名報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会８回の全てに出席し、客観
的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しておりま
す。

社外取締役
（監査等委員） 青　野　奈々子

当事業年度において開催された取締役会17回のうち、監査役として３回、監査等委員として14回出席
し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
主に公認会計士としての専門的見地から監督、助言を行うなど、経営の透明性の確保及びコーポレー
ト・ガバナンスの一層の強化のために適切な役割を果たしております。
また、当事業年度において開催された監査役会４回のうち４回、監査等委員会14回のうち14回出席
し、幅広い観点から議案審議等に必要な発言を行っております。
さらに、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会８回の全てに出席し、客観的・
中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外取締役
（監査等委員） 熊　王　斉　子

2022年11月18日就任以降、当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査等委員会14
回の全てに出席いたしました。取締役会において、その意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を行っており、監査等委員会において、幅広い観点から議案審議等に必要な発言を行っております。
企業法務の専門知識に加え、様々な業種における豊富な職務経験から、特にESGを踏まえた企業経営に
関して助言を行うなど、経営の透明性の確保、及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のために適
切な役割を果たしております。
さらに、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会８回の全てに出席し、客観的・
中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外取締役
（監査等委員） 岩　瀬　香奈子

2022年11月18日就任以降、当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査等委員会14
回の全てに出席いたしました。取締役会において、その意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を行っており、監査等委員会において、幅広い観点から議案審議等に必要な発言を行っております。
SDGs、サステナビリティへの理解と豊富な経験から、特に経営を通じた社会課題の解決に関して助
言・提案を行っております。
さらに、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会８回の全てに出席し、客観的・
中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

(6) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外役員の重要な兼職の状況については、「(1)取締役の氏名等」に記載のとおりであります。
なお、兼職先である法人等と当社との間に特別な関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く）との親族関係
該当する事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
取締役会、監査役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが期待される役
割に関して行った職務の概要

④ 事業報告記載事項に関する意見
該当する事項はありません。
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5
　

会計監査人の状況

区　分 支払額

公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 36百万円
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36百万円

(1) 会計監査人の名称　　　　　EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分
できないことから、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度における監
査の計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の見積りを検討した結果、その報酬額は妥当
な水準と認められたため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

(5) 子会社の監査に関する事項
　該当する事項はありません。

(6) 責任限定契約の内容の概要
　該当する事項はありません。

(7) 補償契約の内容の概要
　該当する事項はありません。
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会計監査人の状況

(8) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人
の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。ま
た、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査等委員
全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(9) 現に受けている業務停止処分に係る事項
　該当する事項はありません。

(10) 過去2年間に受けた業務停止処分に係る事項
　該当する事項はありません。

(11) 辞任した又は解任された会計監査人に関する事項
　該当する事項はありません。
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6
　

会社の体制及び方針

(注) 1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率につきましては表示単位未満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。
2. 記載金額には消費税等は含まれておりません。

(1) 株式会社の支配に関する基本方針
　該当する事項はありません。

(2) 親会社等との間の取引に関する事項
　該当する事項はありません。

(3) 特定完全子会社に関する事項
　該当する事項はありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、事業基盤の強化及び成長投資に必要な自己資本の充実と、株主の皆さまに対する安定的かつ持続的な利益還
元を通じて、中長期的に企業価値を高めていくことを資本・配当政策の基本方針としており、配当政策につきまして
は、年間配当性向35％以上を基本として、業績に連動して最適なバランスを勘案した上で決定いたします。また、剰
余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年2回を原則的な基本方針としております。配当の決定機関は、会社法
第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりま
す。なお、自己株式の取得・消却、剰余金その他の処分については、事業環境、市場価格への影響、財務状況を総合的
に勘案し、柔軟かつ機動的に判断することを基本方針といたします。当事業年度につきましては、資金状況等を踏ま
え、2023年10月12日開催の取締役会において、次のように剰余金の処分に関する決議をいたしました。当事業年度
の配当性向につきましては152.6％となりました。
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式1株につき金12円　総額304,145,904円
②剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年11月20日
　この結果、当事業年度の配当につきましては、中間配当金12円を含め、1株当たり年間配当金を24円とさせていた
だきました。
　内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開、明光義塾事業の教務力強化並
びに業容拡大に伴うインフラ整備に充当する等、有効投資してまいりたいと考えております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2023年8月31日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額
 資産の部

流動資産 10,421
現金及び預金 8,472
売掛金 1,038
有価証券 100
商品 123
仕掛品 13
貯蔵品 10
前渡金 28
前払費用 357
その他 309
貸倒引当金 △34

固定資産 5,390
有形固定資産 693

建物及び構築物 582
工具、器具及び備品 55
土地 48
リース資産 6

無形固定資産 482
のれん 292
ソフトウエア 163
ソフトウエア仮勘定 20
電話加入権 4

投資その他の資産 4,214
投資有価証券 2,809
長期前払費用 26
繰延税金資産 98
敷金及び保証金 1,022
長期預金 100
その他 158

資産合計 15,811
　

科　目 金　額
 負債の部

流動負債 3,759
買掛金 157
未払金 138
未払費用 1,204
未払法人税等 166
未払消費税等 231
契約負債 1,218
リース債務 2
預り金 132
賞与引当金 445
その他 62

固定負債 848
退職給付に係る負債 135
役員株式給付引当金 36
従業員長期未払金 79
役員長期未払金 116
繰延税金負債 67
リース債務 4
資産除去債務 406
長期預り保証金 1

負債合計 4,607
純資産の部
株主資本 10,358
資本金 972
資本剰余金 909
利益剰余金 11,184
自己株式 △2,707

その他の包括利益累計額 844
その他有価証券評価差額金 815
為替換算調整勘定 29

純資産合計 11,203
負債及び純資産合計 15,811
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連結損益計算書

連結損益計算書（2022年9月1日から2023年8月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額
売上高 20,871
売上原価 15,819
売上総利益 5,051
販売費及び一般管理費 3,987
営業利益 1,064
営業外収益
受取利息 11
受取配当金 30
持分法による投資利益 58
受取賃貸料 25
貸倒引当金戻入額 14
助成金収入 0
違約金収入 21
その他 39 201
営業外費用
投資事業組合運用損 7
賃貸費用 11
その他 3 22
経常利益 1,243
特別利益
有形固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 149 150
特別損失
持分変動損失 9
固定資産売却損 1
有形固定資産除却損 2
減損損失 26
その他 2 42
税金等調整前当期純利益 1,350
法人税、住民税及び事業税 478
法人税等調整額 63 541
当期純利益 809
親会社株主に帰属する当期純利益 809
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貸借対照表

貸借対照表（2023年8月31日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額
 資産の部

流動資産 4,752
現金及び預金 2,864
売掛金 1,027
有価証券 100
商品 118
貯蔵品 8
前渡金 27
前払費用 181
短期貸付金 165
その他 284
貸倒引当金 △24

固定資産 8,262
有形固定資産 288

建物 265
工具、器具及び備品 17
リース資産 5
無形固定資産 170

ソフトウエア 155
ソフトウエア仮勘定 10
電話加入権 4
投資その他の資産 7,803

投資有価証券 2,464
関係会社株式 4,522
出資金 10
長期貸付金 110
長期前払費用 17
敷金及び保証金 546
長期預金 100
その他 33

資産合計 13,015
　

科　目 金　額
 負債の部

流動負債 1,873
買掛金 109
未払金 19
未払費用 897
未払法人税等 63
未払消費税等 107
契約負債 97
リース債務 1
預り金 158
賞与引当金 369
その他 49

固定負債 473
役員株式給付引当金 23
従業員長期未払金 79
繰延税金負債 60
役員長期未払金 98
リース債務 4
資産除去債務 205
長期預り保証金 1

負債合計 2,346
純資産の部
株主資本 9,853
資本金 972
資本剰余金 915

資本準備金 915
利益剰余金 10,673

利益準備金 54
その他利益剰余金 10,619

別途積立金 9,147
繰越利益剰余金 1,472

自己株式 △2,707
評価・換算差額等 815

その他有価証券評価差額金 815
純資産合計 10,668
負債及び純資産合計 13,015
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損益計算書

損益計算書（2022年9月1日から2023年8月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額
売上高 13,426
売上原価 10,338
売上総利益 3,088
販売費及び一般管理費 2,617
営業利益 471
営業外収益
受取利息 1
有価証券利息 10
受取配当金 30
受取賃貸料 30
貸倒引当金戻入額 14
助成金収入 0

　違約金収入 21
　その他 13 122
営業外費用
投資事業組合運用損 7
支払手数料 18
賃貸費用 30
その他 1 58
経常利益 535
特別利益
　関係会社株式売却益 149 149
特別損失
有形固定資産除却損 0
減損損失 21
その他 3 25
税引前当期純利益 660
法人税、住民税及び事業税 214
法人税等調整額 50 264
当期純利益 395
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連結会計監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池　内　基　明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 甲　斐　靖　裕

独立監査人の監査報告書
2023年10月19日

株式会社明光ネットワークジャパン
　取　締　役　会　　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社明光ネットワークジャパンの2022年9月1日から
2023年8月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社明光ネットワークジャパン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結会計監査報告書

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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会計監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池　内　基　明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 甲　斐　靖　裕

独立監査人の監査報告書
2023年10月19日

株式会社明光ネットワークジャパン
　取　締　役　会　　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社明光ネットワークジャパンの2022年9月1日か
ら2023年8月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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会計監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査等委員会監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年9月1日から2023年8月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行につい
て監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取
締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員（社外取締役） 神　坐　　　浩　㊞
監 査 等 委 員（社外取締役） 青　野　奈々子　㊞
監 査 等 委 員（社外取締役） 熊　王　斉　子　㊞
監 査 等 委 員（社外取締役） 岩　瀬　香奈子　㊞

2023年10月19日
株式会社明光ネットワークジャパン　監査等委員会

(注) 当社は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会の決議により、同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし
た。移行日までの状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいております。

以　上
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会場へのご案内

JR新宿駅西口（地下）から会場へのご案内

地下鉄（丸ノ内線「西新宿駅」、大江戸線「都庁前駅」）から会場へのご案内

西口
（地下）

新宿駅
西口交番

モード学園
コクーンタワー

新宿センタービル

▲
都
庁
方
面

地
下
通
路（
北
側
歩
道
）

JR新宿駅

新宿
アイランド
タワー

新宿
住友ビル 至 JR新

宿駅▶

東京医科
大学病院

ヒルトン東京

新宿中央公園

小田急
第一生命
ビル

A7

丸ノ内線西新宿駅

大江戸線都庁前駅

E4

改札を出たら地下道を
「東京医大病院、東京都庁」
方面に進み、E4地上出口へ
お進みください。

A7出口
「東京医科大学病院
丸ノ内線西新宿駅」方面へ
お進みください。A7出口より

地上に出ますE4出口より
地上に出ます

ハイアットリージェンシー東京
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地図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場

　

ハイアットリージェンシー東京　地下1階 ｢センチュリールーム｣
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号　電話(03)3348-1234(代表)

交通の
ご案内

　

A：JR新宿駅（西口）より徒歩約9分
B：東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩約8分　（E4出口）より徒歩約1分
C：都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩約5分　（A7出口）より徒歩約1分

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

東京医科
大学病院

新宿
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タワー

新宿
警察署

青梅街道

新宿
野村ビル

損害保険ジャパン
本社ビル

新宿
エルタワー

新宿
センタービル

新宿
三井ビル
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都
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首
都
高
速
四
号
線

小田急
第一生命
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小田急ハルク

新宿郵便局 京王デパート京王プラザホテル

J
R
新
宿
駅

西
口

ハイアット
リージェンシー

東京

C都営大江戸線都庁前駅 A7出口

B東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 E４出口

東京メトロ丸ノ内線西新宿駅

都営大江戸線都庁前駅 A地下通路（北側歩道）を都庁方面へ直進


